
平成２４年度社会教育主事講習［Ｂ］実施要項

１．趣 旨

社会教育法第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき，文部科学省より

委嘱を受け，社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした講習を実施する

ものです。

２．主 催

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

３．対 象

社会教育主事講習等規程第２条の各号の一に該当する方が対象です。

４．定 員

国立教育政策研究所社会教育実践研究センターを主会場として，インターネットを活

用したライブ配信により，下記の９実施会場でも受講できます。

なお，実施会場での受講の詳細は「10．実施会場における受講について」を参照して

ください。

あわせて，受講者の選定制限の取扱いについて，「13．受講者の選定及び受講者決定

の通知」を参照してください。

＜施設名称＞ ＜募集予定人数＞

社会教育実践研究センター 【主会場】 １２０ 人

新潟県立生涯学習推進センター 【新潟会場】 １０ 人

(財)静岡県教育会館 【静岡会場】 ２５ 人

琴浦町生涯学習センター 【鳥取会場】 ２４ 人

島根県立東部社会教育研修センター 【島根東会場】 １０ 人

島根県立西部社会教育研修センター 【島根西会場】 ５ 人

広島県立生涯学習センター 【広島会場】 １０ 人

まなびの館ローズコム 【福山会場】 １０ 人

新居浜市立泉川公民館 【愛媛会場】 １０ 人

沖縄県南部合同庁舎生涯学習推進センター 【沖縄会場】 ２０ 人

５．期 間

平成２５年１月２１日（月）～ ２月２７日（水） ＜３８日間＞

６．会 場

(1) 主会場

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター【主会場】
〒１１０－０００７ 東京都台東区上野公園１２－４３
電 話：０３－３８２３－０２４１（内線６０４）

０３－３８２３－８４２０（直通）
ＦＡＸ：０３－３８２３－３００８



(2) 実施会場

①新潟県立生涯学習推進センター【新潟会場】
〒９５０－８６０２ 新潟県新潟市中央区女池南３－１－２
電 話：０２５－２８４－６１１０
ＦＡＸ：０２５－２８４－６０１９

②(財)静岡県教育会館【静岡会場】
〒４２０－０８５７ 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２
電 話：０５４－２５２－１０１１
ＦＡＸ：０５４－２５１－９６７２（※講習期間中のみ）

③琴浦町生涯学習センター【鳥取会場】
〒６８９－２３１５ 鳥取県東伯郡琴浦町徳万２６６－５
電 話：０８５８－５２－１１６１
ＦＡＸ：０８５８－５２－１１２２

④島根県立東部社会教育研修センター【島根東会場】
〒６９１－００７４ 島根県出雲市小境町１９９１－２
電 話：０８５３－６７－９０６１
ＦＡＸ：０８５３－６９－１３８０

⑤島根県立西部社会教育研修センター【島根西会場】
〒６９７－００１６ 島根県浜田市野原町１８２６－１
電 話：０８５５－２４－９３４４
ＦＡＸ：０８５５－２４－９３４５

⑥広島県立生涯学習センター【広島会場】
〒７３０－００５２ 広島県広島市中区千田町３－７－４７
電 話：０８２－２４８－８８４８
ＦＡＸ：０８２－２４８－８８４０

⑦まなびの館ローズコム【福山会場】
〒７２０－０８１２ 広島県福山市霞町１－１０－１
電 話：０８４－９３２－７２６５
ＦＡＸ：０８４－９２８－８６０９

⑧新居浜市立泉川公民館【愛媛会場】
〒７９２－０８２１ 愛媛県新居浜市瀬戸町１２－３４
電 話：０８９７－４１－６４６３
ＦＡＸ：０８９７－４１－６４９９

⑨沖縄県南部合同庁舎生涯学習推進センター【沖縄会場】
〒９００－００２９ 沖縄県那覇市旭町１１６－３７（南部合同庁舎４階）
電 話：０９８－８６４－０４７４
ＦＡＸ：０９８－８６４－０４７６

(3) 宿泊研修会場（平成２５年１月３０日(水）～２月１日(金)）

①主会場・静岡会場（合同で実施）
「独立行政法人国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家」

〒４１２－０００６ 静岡県御殿場市中畑２０９２－５
電 話：０５５０－８９－２０２０
ＦＡＸ：０５５０－８９－２０２５

＜必要経費＞
・食事代：３,７５０円（１月３０日昼食 ～ ２月１日昼食の場合）
（朝食：４００円，昼食：５５０円，夕食：６５０円）

・シーツ代：２００円

②新潟会場
「新潟県立青少年研修センター」

〒９５３－００１２ 新潟県新潟市西蒲区越前浜５５９７－１
電 話：０２５６－７７－２１１１
ＦＡＸ：０２５６－７７－２１１４



＜必要経費＞
・食事代：３,９５０円（１月３０日昼食～２月１日昼食の場合）
（朝食：４００円，昼食：５５０円，夕食：７５０円）

・シーツ代：１８０円
・掛け布団代：６５０円（１泊目：３５０円，２泊目：３００円）

③鳥取会場
「鳥取県立大山青年の家」

〒６８９－３３１９ 鳥取県西伯郡大山町赤松明間原３１２－１
電 話：０８５９－５３－８０３０
ＦＡＸ：０８５９－５３－８２６５

＜必要経費＞
・食事代：４，２９０円（１月３０日昼食～２月１日昼食の場合）
（朝食：４９０円，昼食：６１０円，夕食：７４０円）

・シーツ代： １８０円
・宿泊代：１，７６０円（１泊につき，８８０円）

④島根東会場・島根西会場・広島会場・福山会場・愛媛会場（合同で実施）
「独立行政法人国立青少年教育振興機構国立江田島青少年交流の家」

〒７３７－２１２６ 広島県江田島市江田島町津久茂１－１－１
電 話：０８２３－４２－０６６０
ＦＡＸ：０８２３－４２－０６６４

＜必要経費＞
・食事代：３,７５０円（１月３０日昼食～２月１日昼食の場合）
（朝食：４００円，昼食：５５０円，夕食：６５０円）
・シーツ代：２００円

⑤沖縄会場
「沖縄県立糸満青少年の家」

〒９０１－０３１３ 沖縄県糸満市字嘉数３４７
電 話：０９８－９９４－６３４２
ＦＡＸ：０９８－９９５－０６８４

＜必要経費＞
・食事代：３，４００円（１月３０日昼食～２月１日昼食の場合）
（朝食：３５０円，昼食：５００円，夕食：６００円）

・シーツ代：１５０円

(4) 現地研修会場（平成２５年２月１９日(火)）

①主会場（コース選択制）

【Ａコース】
＜午前＞ 東京都都立中央図書館

〒１０６－８５７５ 東京都港区南麻布５－７－１３
＜午後＞ 町田市まちだ中央公民館

〒１９４－００１３ 東京都町田市原町田６－８－１(町田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6･7･8階)

【Ｂコース】
＜午前＞ 武蔵野プレイス

〒１８０－００２３ 東京都武蔵野市境南町２－３－１８
＜午後＞ 小平市立中央公民館

〒１８７－００３２ 東京都小平市小川町２－１３２５

【Ｃコース】
＜午前＞ 調布市立図書館

〒１８２－００２６ 東京都調布市小島町２－３３－１
＜午後＞ 多摩市立関戸公民館

〒２０６－００１１ 東京都多摩市関戸４－７２

【Ｄコース】
＜午前＞ 船橋市東部公民館

〒２７４－０８２５ 千葉県船橋市前原西２－２１－２１
＜午後＞ 千葉市科学館

〒２６０－００１３ 千葉県千葉市中央区中央４丁目５番１号



【Ｅコース】
＜午前＞ 川越市伊勢原公民館

〒３５０－１１０８ 埼玉県川越市伊勢原町５－１－１
＜午後＞ 川越市立博物館

〒３５０－００５３ 埼玉県川越市郭町２－３０－１

【Ｆコース】
＜午前＞ 横浜市青少年育成センター

〒２３１－８４５４ 神奈川県横浜市中区住吉町４－４２－１
＜午後＞ 横浜市中央図書館

〒２２０－００３２ 神奈川県横浜市西区老松町１

②新潟会場
＜午前＞ 新潟市江南区文化会館

〒９５０－０１４４ 新潟県新潟市江南区茅野山３－１－１４
＜午後＞ 新潟県立万代島美術館

〒９４０－００７８ 新潟県新潟市万代島５－１万代島ビル５Ｆ

③静岡会場
＜午前＞ 島田市立島田図書館

〒４２７－００２２ 静岡県島田市本通３丁目３－３
＜午後＞ 静岡市立登呂博物館

〒４２２－８０３３ 静岡県静岡市駿河区登呂５丁目１０番５号

④鳥取会場
＜午前＞ 鳥取県立図書館

〒６８０－００１７ 鳥取県鳥取市尚徳町１０１番地
＜午後＞ 鳥取県立博物館

〒６８０－００１１ 鳥取県鳥取市東町２丁目１２４番地

⑤島根東・島根西会場（合同で実施）
＜午前＞ 鳶巣コミュニティセンター

〒６９３－００７４ 島根県出雲市東林木町８９０－４
＜午後＞ 出雲科学館

〒６９３－０００１ 島根県出雲市今市町１９００－２

⑥広島会場・福山会場（合同で実施）
＜午前＞ 広島県立美術館

〒７３０－００１４ 広島県広島市中区上幟町２－２２
＜午後＞ 広島市まちづくり市民交流プラザ

〒７３０－００３６ 広島県広島市中区袋町６－３６

⑦愛媛会場
＜午前＞ 高松市三谷コミュニティセンター

〒７６１－０４５０ 香川県高松市三谷町１１６１－１
＜午後＞ 香川大学生涯学習教育研究センター

〒７６０－８５２１ 香川県高松市幸町１－１

⑧沖縄会場
＜午前＞ 沖縄県立図書館

〒９０２－００６４ 沖縄県那覇市寄宮１－２－１６
＜午後＞ 沖縄県立博物館・美術館

〒９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち３－１－１

７．講習を行う科目名，単位数，内容・テーマ，配当時間数，教育方法及び講師

＜別表１＞のとおり

８．日 程

＜別表２＞のとおり



９．受講申込み手続

(1)申込方法および申込先

受講希望者は，「(2)提出書類」のうち必要な書類を，勤務地に所在する都道府県

教育委員会の社会教育主事講習担当宛に提出してください。

また，公務員以外の者は，居住されている都道府県教育委員会に提出してください。

なお, 独立行政法人国立青少年教育振興機構に勤務する者で都道府県教育委員会との

人事交流で採用されている職員は，派遣元の都道府県教育委員会に提出してください。

(2)提出書類 （下記ア．及びイ．の提出は必須です。）

ア．「社会教育主事講習[Ｂ]受講申込書」…【様式１】

当センターホームページから，申込書様式をダウンロードし，必要事項を記入，

押印のうえご提出ください。記入した申込書のデータについても，申込先が指定

する方法で，上記とあわせてご提出ください。

＜申込書様式のダウンロード＞

下記ＵＲＬからダウンロードしてください。

http://www.nier.go.jp/jissen/youkou/h24youkou/h24youkou-top.html

イ．「受講資格」を証明する書類（上記ア.の「⑩受講資格」欄を証明する書類）

社会教育主事講習等規程（昭和２６年文部省令第１２号。以下，「省令」。）

第２条各号において，提出が必要な書類は下記のとおりとします。

＜第１号該当者＞

a) 最終学歴の「卒業証明書」

b）大学在学中の者は，「在学証明書」及び「本講習の受講が学業・卒業に

支障のない旨を記した大学からの書面」（様式自由）

＜第２号該当者＞

教育職員の普通免許状の写，又は，教育職員免許状授与証明書

＜第３，第４，および第５号該当者＞

所属長が証明する「勤務証明書」･･･【様式２】

※ 写しを提出する場合は，所属機関又は推薦機関の「原本証明」が必要です。

ウ．「単位修得認定申請書」･････【様式３】

単位修得の認定を希望する者のみ。詳細は，下記「11．科目代替について」を

参照してください。

エ．「単位修得証明書」･････････【様式４】

講習の分割受講を希望する者のみ。詳細は，下記「12．分割受講について」を

参照してください。

オ．「受講動機について」･･･････【様式５】

本講習の受講を希望した理由を４００字程度で記入の上，提出してください。

なお，過去に本講習の受講経験がある方は提出不要です。

http://www.nier.go.jp/jissen/youkou/h24youkou/h24youkou-top.html


(3) 提出期日

都道府県教育委員会は，前項の受講希望者について，受講資格の有無を審査して，

資格があると認めた場合には，前記書類に「推薦書」(様式６)を添えて，平成２４年

１２月３日（月）［必着］までに，国立教育政策研究所社会教育実践研究センターに

送付してください。受講希望者が２人以上の場合は，推薦書に推薦順位を付けてくだ

さい。また，各人の受講申込書データを，下記要領によりメールでお送りください。

＜申込様式の提出方法＞

送信先メールアドレス：shujikou@nier.go.jp

メールの件名は，下記のとおり記載してください。

件名：【提出(○○県)】平成24年度社会教育主事講習[Ｂ]受講申込書データ

10．実施会場における受講について

実施会場では，インターネットにより，「生涯学習概論」(２単位），「社会教育

計画」(２単位），「社会教育特講」(３単位)を受講することができます。

また，以下の会場では，「社会教育演習」（２単位）も受講することができます。

（※ 島根西会場の受講希望者は，当該科目は，島根東会場での受講となります。）

＜「社会教育演習」を行う会場（宿泊研修は６.(３)参照）＞

・新潟県立生涯学習推進センター 【新潟会場】

・(財)静岡県教育会館 【静岡会場】

・琴浦町生涯学習センター 【鳥取会場】

・島根県立東部社会教育研修センター 【島根東会場】

・広島県立生涯学習センター 【広島会場】

・まなびの館ローズコム 【福山会場】

・新居浜市立泉川公民館 【愛媛会場】

・沖縄県南部合同庁舎生涯学習推進センター【沖縄会場】

11．科目代替について

（1）省令第７条第２項及び第３項の規定により，大学における科目の既修得単位，及び，

文部科学大臣が定める学修をもって，本講習において受講者が修得すべき科目の単位

に替えることができます。

ただし，４科目全ての代替は認めませんので，１科目以上は受講してください。

また，代替できる単位は，受講申込みの時点で修得済であることが必要ですので，

ご留意願います。

(2) 国立教育政策研究所は，下記①または②の条件を満たす場合は「社会教育特講[３単位]」

（下記ア.のとおり），下記③の条件を満たす場合は「生涯学習概論[２単位]」及び

「社会教育特講[３単位]」（下記イ.のとおり）の単位修得の認定を行います。

ア．「社会教育特講[３単位]」に代替

① 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター又は国立教育会館社会教育研修所

における「博物館職員講習」「図書館司書専門講座」の修了

② 文部科学省認定社会通信教育の「生涯学習ボランティアコース」の修了

イ．「生涯学習概論[２単位]」及び「社会教育特講[３単位]」に代替

③ 放送大学における社会教育主事講習の科目に相当する科目の修得



(3) 科目代替を希望する場合は，「単位修得認定申請書」(様式３)に必要事項を記入の上，

当該科目に相当する科目の「単位修得証明書」「研修講座の修了証書」等を添付して

ください。ただし，証明書類について写しを提出する場合は，所属機関又は推薦機関

による「原本証明」が必要です。

12．分割受講について

本講習では，科目ごとの分割受講のほか，複数年度にわたる分割受講を認めています。

ただし，一つの科目の分割受講はできません。

また，分割受講についても，講習内容を体系的に理解し，実践力を高めてもらうため，

原則として，①生涯学習概論，②社会教育計画，③社会教育演習の順序での履修をお願い

します（社会教育特講については，生涯学習概論の履修後であれば，履修は可能です。）。

既に，当研究所以外の機関あるいは大学において，社会教育法第９条の５に定める

社会教育主事講習の一部科目の単位を修得しており，当該科目の受講の免除を希望する

場合は，「単位修得証明書」(様式４)を提出してください。

ただし，証明書類について，写しを提出する場合は，所属機関又は推薦機関による

「原本証明」が必要です。

（なお，当センターが実施する講習で修得した場合は，(様式４)の添付は不要です。その

場合は，「受講申込書」(様式１)の「⑧単位修得の認定を受けた科目及び単位」欄に，

修得科目名及び単位数とあわせて，「受講年度」と「講習名」を記入してください。

（記入例：生涯学習概論２単位（平成○○年度[Ｂ]））。

13．受講者の選定及び受講者決定の通知

国立教育政策研究所は，「社会教育主事講習運営委員会」の意見を基に受講者を選定し，

その結果を，推薦のあった都道府県教育委員会及び受講者本人に通知します。

なお，受講対象者の選考を行う際には，文部科学省が定める本講習の運用指針（社会

教育主事講習の実施について（運用指針））に基づき，まず都道府県市町村の職員を，

次に「社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務

であって，社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関

する職を指定（Ｈ８.８.２８文部省告示第148号）」に規定されている職についている

者を優先することとしますので念のため申し添えます。

14．修了証書

国立教育政策研究所は，省令第８条により，本講習において９単位以上の単位を修得

した者に対して，受講終了後，講習の修了証書を授与します。

なお，修得単位が９単位に満たない者に対しては，修得した科目の「単位修得証明書」

（様式４）を交付します。

15．受講に要する経費

受講に要する経費（例：交通費，食費，宿泊費等）は，受講者側の負担とします。



16．受講に際しての留意点

本講習は，原則として欠席を認めていません。やむを得ず欠席する場合は，所定様式

に欠席理由等を記載し，当センターに提出する必要があります。

なお，欠席することにより，単位修得が認められない場合があります。

17．持参品

(1) 印鑑（出席簿への押印用）

(2) 運動着・運動靴（宿泊研修での体育館用），健康保険証

(3) 『生涯学習・社会教育行政必携』（最新版）

(4) 勤務地等の社会教育・生涯学習振興に関する資料（社会教育演習「事業計画立案の実際」で使用）

18．宿泊について

当センターには宿泊施設はありません。宿泊予定の方は，近隣のホテル等を各自で

手配してくださるようお願いします。

19．健康管理について

長期にわたる講習のため，受講申込の際は，受講申込書(様式１)「⑮健康状況」欄に

該当する事項は漏れなく御記入ください。また，受講申込後に生じた疾病等についても

必ず当センターに御連絡いただくようお願い致します。

20．その他

(1) 本実施要項に関する問い合わせは，下記本件担当連絡先までお願いします。

(2) 講習期間中は，昼休みや講義終了後に，講座を運営する上で必要な情報をお知らせ

することがありますので，予め御承知おきください。

(3) 社会教育実践研究センター館内は禁煙です｡喫煙は所定の場所で行ってください｡

(4) 当センターには駐車・駐輪スペースがございません。お越しの際は，公共交通機関

をご利用ください。

(5) 講習期間中の万が一の事故や怪我に備えて，傷害保険等に加入するなどして，各自

の責任で万全を期して御参加ください。

(6) 本要項に定めるものの他，講習実施に関することは，必要に応じて，国立教育政策

研究所社会教育実践研究センター長が定めます。

【本件担当】

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

企画課普及・調査係（担当：大幡・鳥越）

ＴＥＬ：０３－３８２３－８４２０

ＦＡＸ：０３－３８２３－３００８


